
生活用の財産が自然災害によって損害を受けたときは、

雑損控除を使えば、所得税と住民税を減らせます。

被災した方は、雑損控除による減税制度を利用して、

生活再建に役立てましょう。

次の３種類の資産が対象となります。

いずれも生活用の資産であることが必要です。

①住居・・・〈例〉一軒家、分譲マンション、宅地、
墓地、墓石、店舗併用住宅の住宅部分など ※事務所、
工場、店舗、駐車場、農地、山林、遊休地などは対象と
はなりません

②家財・・・〈例〉家具家電、冷暖房器具、衣服、現
金、その他の生活用財産

③車両・・・〈例〉自動車、自転車、オートバイなど

被災時にいちばん使える減税制度

雑損控除のご案内

◆ 雑損控除の対象となる資産
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所得税の確定申告書上で控除額の計算を行い、

その申告書を税務署に提出すれば完了です。

① 申告書に添付する資料
• 被災した住宅、家財等の損失額の計算書（資料「１枚

目」）

• 雑損失の金額の計算書（資料「２枚目・３枚目」）

• り災証明書のコピー

② 申告書の提出期限
1月１日から１２月３１日までの所得について、「翌年の

２月１６日～ 3月１５日」が提出期限となります。

③ お問い合わせ先
ご不明点やご質問は、お住まいの地域の税務署にお問い合

わせいただくか、税理士会の無料相談をご利用ください。

◆ 雑損控除の手続き

※親族の所有している上記資産についても、その親族の収入が
扶養控除の範囲内であることなど、一定の条件を満たす場合には、
雑損控除の対象となります。

〈例〉親が所有する住宅が被災した場合に、その親と生計を同一
にしている子の確定申告で、雑損控除を受けることができる。

雑損控除を
適用できる

同一生計内



住宅と家財については「見積もり計算」を

利用することができます。

この見積もり計算を利用すれば、控除額の計算も書類へ

の記入も、簡単に完成できます。

見積もり計算を利用した計算と用紙への記入方法をご紹

介しますので、参考にしてください。（なお、計算を簡単

にするために、「家財」の損失額に絞ってご紹介します）

① 見積もり計算を利用できる方
住宅の主要構造部（柱、壁、梁、基礎、床、屋根、階段）

のどこかに、被害を受けていることが必要です。

※ 床下浸水のケースでは、「柱や基礎、外壁に被害を受けた」

と判断して大丈夫です。

※ 被害箇所が主要構造部ではない場合、もしくは、被害の程度

が軽微な場合には、見積もり計算は利用できません。（その場

合は、修理代等の具体的な金額を使った計算があります）

② 計算に必要な資料
・り災証明書

・保険金の支払通知書（保険金が出ない場合には不要）

・固定資産税通知書（必須ではありませんが、あると記入

がはかどります）

◆ 簡単な計算方法のご紹介



③ 見積もり計算による計算方法、書き方
【１枚目】・・・「被災した住宅の概要」と「家財の損失

額」を計算します。

書き方の見本と用紙のコメントを参考に、記入

してください。

【２枚目】・・・リフォーム費用や、障害物の撤去費用な

どを記入する用紙です。

計算が複雑なので、ここでは記入を省略します。

【３枚目】・・・１枚目で計算した金額を書き写します。

用紙の左側のコメントを参考に、記入してくだ

さい。

④ 留意事項
ここで紹介している簡単な計算方法では、内容を簡潔に

するために、本来、細かく拾い上げていく損失額やリフォ

ーム費用などの計算を省略しています。

そのため、建物や車両の損害についても計算を行えば、

より控除額が多くなる可能性があることにご留意ください。

なお、控除額の計算を間違えた場合には、後日、計算を

やり直して、改めて確定申告をし直すことも可能です。



A

Ｂ

Ｃ

１枚目

３枚目へ
転記します
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２枚目



３枚目 １枚目から
転記します

この箇所は、枠の左右のコメントを参考に、自分で記入してもいい
ですし、難しければ税務署で、書き方を教えてもらいましょう



①雑損控除の制度概要（国税庁ＨＰ）

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/ta
xanswer/shotoku/1110.htm

②損失額の合理的計算、見積もり計算
の内容（同上）

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sa
igai/h30/0018008-045/01-2.htm

③被害割合表（同上）

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sa
igai/h30/0018008-045/06.htm

④計算用紙１枚目「被災した住宅、家
財等の損失額の計算書」（同上）

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sa
igai/h30/0018008-045/pdf/10_03.pdf

⑤計算用紙２・３枚目「雑損失の金額
の計算書」（同上）

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sa
igai/r02/pdf/6-200.pdf

⑥税理士による雑損控除の説明動画

https://youtu.be/lJ0QMXCJpwQ

◆ ダウンロードサイトのご案内


